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平成 30 年度 第 2 回「第６地区教科用図書採択教育委員会協議会」記録 

 

日 時：平成 30 年 3 月 4 日（火） 13：30～13：45 

場 所：上川合同庁舎 2 階 204 号会議室 

出席者：上川管内市町村教育長（旭川市を除く） 

事務局：東神楽町教育委員会 

 

１ 議題 

（１）平成 30 年度第 3 地区教科用図書調査委員会規則案審議 

（２）平成 30 年度第 3 地区教科用図書調査委員の選出 

（３）その他 

   教科書採択に係る公表の方法について 

２ 協議会記録 

 

 

事務局     本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。只今

より第２回第６区地区教科用図書採択教育委員会協議会を開催いたします。

開催にあたりまして会長よりご挨拶申し上げます。 

会 長     皆さん、こんにちは。お忙しい中お集まりをいただきましてありがとう

ございます。今日は 30 度になるという暑さで、体調管理にご苦労されて

いるところもあるのではないかと思います。そして今、各小中学校では運

動会の真っ最中ではないかなと思います。そういった忙しい中このように

お集まりをただきましたことに対してお礼申し上げたいと思います。 

平成 30 年度の教科用図書の採択の協議会がいよいよスタートするわけ

でございますけれども、皆さん方のご協議により、よりよい教科書が決定

されますようによろしくお願い申し上げまして、簡単ですが本日の会議の

ご挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

    それでは早速会議を始めさせていただきますが、まず協議会規約第４条

第３項の規定によりまして、委員数 22 名中今日は 19 名という出席でござ

います。規定によりまして協議会が成立しておりますので、会議を進めて

いきたいと思います。まず議案第 1 号「平成 30 年度第 3 地区教科用図書

調査委員会規則案の審議」について、事務局から提案をお願いします。 

事務局     調査委員会の規則案につきましてご説明させていただきます。資料の 1

ページになります。本規則案につきましては昨年からの変更点はございま

せんが、改めて内容についてご説明させていただきます。 

はじめに第 1 条につきましては調査委員会の役割につきまして規定して
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おります。第 2 条は調査委員会の設置期間の規定でございまして、本日か

ら 8 月 31 日としております。第 3 条でございますが、調査委員の定数は

道徳が 3 名、特別支援が 3 名となっております。第 2 項で調査委員の選出

区分の規定をしておりまして第 1 号が校長、教頭及び教諭、第 2 号が指導

主事、学校教育に関する専門的知識を有する職員、第 3 号は学識経験者、

保護者となっており、第 2 号、第 3 号に該当する委員は道徳 3 名の委員の

内、2 名委嘱することとなっております。第 3 項につきましては、委員の

欠格条項についての規定となっております。第 4 項は、公表に係る規定で

すが、委員の氏名の公表につきましては、採択終了後となりますので、採

択終了までは、委員の名前を出さないようにお願いいたします。第 4 条は

道徳、特別支援それぞれで小委員会を設ける規定をしております。第 5 条

は調査委員会の運営に関する規定で、調査委員会は、協議会の会長が招集

することとなります。また、委員の互選によりまして、小委員会ごとに委

員長及び副委員長を選出いたします。第 3 条は、教科書見本、学習指導要

領の目標や内容、地域の実情などを踏まえて、教科書編集趣意書及び北海

道教育委員会が作成します採択参考資料により調査・研究を行うというこ

とになっております。以上、調査委員会規則案の説明でございます。ご審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

会 長     只今調査委員会規則審議案について説明をいただきましたが、これにつ

いて何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

委 員     はい。 

会 長     それではないようですので承認ということで進めさせていただきますが

よろしいでしょうか。 

委 員     はい。 

会 長     それでは承認といたします。それでは次に議案第 2 号の「平成 30 年度

第 3 地区教科用図書調査委員の選出」について、事務局から提案をお願い

します。 

事務局     続きまして 2 ページをご覧いただきたいと思います。ご提案させていた

だきます調査委員案でございます。こちらは、各教育委員会から推薦を頂

いた中から選ばせていただきました。市町村別の表、下の表になりますが、

一番下の欄に推薦者数を掲載しております。各教育委員会から推薦してい

ただいた調査委員の総数が 17 名でございます。その内、1 号委員が 12 名、

2 号委員が 3 名、3 号委員が 2 名でございます。その中から、規則第 3 条

の規定によりまして、道徳が 1 号委員 4 名、2 号、3 号委員をそれぞれ 1

名ずつの合計 3 名、特別支援が 1 号委員 3 名、道徳の調査委員と特別支援

の調査委員合わせて 9 名の委員でございます。これでご承認をいただきた
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いと思っております。ご承認いただければ、委嘱状を各教育委員会にお渡

ししたいと思いますので本人にお渡しいただければと思います。ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

会 長     只今、調査委員の選出について説明がございました。道徳それから特別

支援、合計 9 名の方を委嘱するという提案でございますが、これについて

ご意見等ございますか。なければ承認ということにしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

委 員     はい。 

会 長     それでは承認ということにいたします。それでは議案第 3 号の「その

他」、「教科書採択に係る公表の方法について」、事務局からお願いします。 

事務局     それでは、3 ページの「教科書採択に係る公表の方法について」という

ことで説明をさせていただきます。このことにつきましては、平成 30 年 5

月 21 日付け教義第 202 号「平成 31 年度に使用する小学校用及び中学校用

教科用図書並びに平成 31 年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第 9

条に規定する教科用図書の採択について」で通知がございました。教科用

図書を採択したときは、採択結果、採択理由、教育委員会の議事録、協議

会の議事録、調査研究資料、協議会及び調査委員会の委員名について公表

に努めることとされております。 

まず、第 3 地区協議会としての採択結果等の公表の方法につきましては、

例年同様ホームページの掲載とさせていただきたいと思っております。な

お、昨年から 2 点ほど変更がございました。1 点目が、3 ページのウ、1 の

ウのなお書きからでございますが、協議会及び調査委員の委員名について、

「協議会を構成する市町村教育委員会の採択終了後」となっておりますの

で、全ての市町村教育委員会の採択が終了してから事務局のホームページ

に掲載することとなります。こちらについては、別途「採択議決日の報告」

を各教育委員会様に 8 月中を目途に依頼をさせていただきますので、それ

を確認後に協議会事務局としてホームページに掲載をする予定でございま

す。 

変更の 2 点目ですが、オになりますが協議会とは別に「協議会を構成す

る市町村教育委員会で採択結果の公表に努める」という規定がされており

ます。さらにこの中で、各市町村教育委員会で各教育委員会の議事録のほ

かに協議会の議事録の公表についても記載されておりますので協議会とし

まして、全ての構成市町村の採択が終了したことを確認したあとに、ホー

ムページに掲載をいたしますが、ホームページ掲載後各市町村教育委員会

に協議会のホームページに掲載した旨ご連絡をいたしますのでよろしくお

願いいたします。公表の方法につきましては以上でございます。 
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会 長     只今説明がありました。昨年度と 2 点の違いがあるということで、市町

村の教育委員会の採択の終了をもって公表するということになりますけれ

ども、これについては事務の中でそれぞれ各作業が出てくるかと思います

けれどいかがでしょうか。何かご意見等ございますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

委 員     はい。 

会 長     それでは公表の方法については事務局提案のとおりということで承認さ

せていただきます。今日の協議会は以上になりますが、何か委員の皆さん

からありますでしょうか。ないようですのでそれでは協議会についてはこ

れで終了とさせていただきます。どうもご苦労様です。 

 

 

 

 


